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介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止について 

 

厚生労働省が実施する介護サービス事業者経営情報の報告等につきましては、制度を実

施する上での留意事項や報告するためのシステムの運用開始に向けた対応等について、本

会から令和６年８月９日付け日医発第870号「介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等

に関する制度について」等にて、随時ご連絡申し上げたところです。 

本報告は、令和７年１月６日より運用が開始された「介護サービス事業者経営情報デー

タベースシステム（以下「介護経営 DB」という。）」にて、事業者からの報告の受付を行

っているところですが、今般、厚生労働省より、事業者が実施する初回の報告に係る集中

的な受付体制の確保や、今後の報告負担の軽減等に向けたシステム上の対応を図る必要が

あること等を踏まえて、事業者が実施する２回目分以降の報告（令和７年３月以降に終了

する会計年度に係る報告）について一時的に受付を停止することとし、具体的な内容及び

取扱いについて通知が発出されましたので、お知らせいたします。 

なお、システムでの報告再開時期等のスケジュールは、別途整理した上で示されるとの

ことです。 

あわせて、令和６年度内に実施する報告（令和６年３月31日から同年12月31日までに決

算月を迎えた会計期間に係る経営情報の報告）を行っていない事業所・施設については、

早急に報告していただきたいとのことです。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、郡市区医師会および会

員への周知方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

（添付資料） 

〇介護保険最新情報 Vol.1378 

介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止について 

（令 ７.４.23 老認発0423第１号、老高発0423第1号、老老発0423第1号 厚生労働省

老健局認知症施策・地域介護推進課長、高齢者支援課長、老人保健課長通知） 

以上 
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V o l.１ 3 ７ 8  

令和 7 年 4 月２ 3 日 

厚 生 労 働 省 老 健 局  

認知症施策・ 地域介護推進課 

高齢者支援課 

老人保健課 

 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう  

よろ し く お願いいたし ます。  

各都道府県介護保険主管部（ 局）   
各介護保険関係団体       御中 

← 厚生労働省 認知症施策・ 地域介護推進課 

        高齢者支援課・ 老人保健課 

今回の内容 

 

介護サービス事業者経営情報データ ベースシステムの

運用の一時停止について 
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老認発 0423 第１ 号 

老高発 0423 第１ 号 

老老発 0423 第１ 号 

令和７ 年４ 月 23 日 

 

各都道府県 介護保険主管部（ 局）    

各介護保険関係団体        御中 

 

 

厚生労働省老健局認知症施策・ 地域介護推進課長 

高 齢 者 支 援 課 長  

老 人 保 健 課 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

介護サービス事業者経営情報データ ベースシステムの運用の一時停止について 

 

介護保険法（ 平成９ 年法律第 123 号） 第 115 条の 44 の２ の規定に基づき 、

介護サービス事業者は、 介護サービス事業者経営情報を 、 当該事業所又は施設

の所在地を管轄する都道府県知事に報告し なければなら ないと さ れている。 こ

れに伴い、 令和７ 年１ 月６ 日より 介護サービス事業者経営情報データ ベースシ

ステム（ 以下「 介護経営 DB」 と いう 。） の運用を 開始し 、 当該データ ベースに

より 、 事業者から の報告の受付を行っ ていると こ ろ である。  

今般、 本制度に基づき 事業者が実施する初回の報告に係る集中的な受付体制

の確保や、 今後の報告負担の軽減等に向けたシステム上の対応を図る必要があ

るこ と 等を踏まえて、 事業者が実施する２ 回目分以降の報告（ 令和７ 年３ 月以

降に終了する会計年度に係る報告） について、 一時的に受付を 停止するこ と と

する。 その具体的な内容及び取扱いについて、 下記のと おり お示し するので、

御了知の上、 管内の市町村、 関係団体、 関係機関等にその周知徹底を図ら れた

い。  

あわせて、 令和６ 年度内に実施さ れるべき 報告（ 令和６ 年３ 月 31 日から 同年

12 月 31 日までに決算月を 迎えた会計期間に係る経営情報の報告） を 行っ てい

ない事業所・ 施設においては、 早急に報告する よ う 、 管内の事業所・ 施設に周

知願いたい。  
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記 

   

１ ． 受付停止の対象と なる報告 

  下表のと おり 、 令和７ 年３ 月以降に終了する会計年度に係る経営情報の報

告について、 一時的に受付を 停止する。  

  ～令和７ 年５ 月末 令和７ 年６ 月～ 

令和６ 年 12 月末までに終了する

会計年度に係る経営情報の報告 
報告受付期間外 

（ 注）  
報告受付期間外 

（ 注）  

令和７ 年２ 月末までに終了する

会計年度に係る経営情報の報告 
報告受付期間 

報告受付期間外 
（ 注）  

令和７ 年３ 月以降に終了する会

計年度に係る経営情報の報告 
（ 当面の間） 報告受付停止 

（ 注） 報告期日を 超過し ても 、 都道府県担当者と 相談の上、 システム上で報告を 行う こ と 自体

は可能。 また、 届出済の経営情報について、 システム上でデータ を 修正する こ と も 可能。  

 

２ ． システム再開予定について 

システムでの報告再開時期及び報告受付のスケジュ ールについては、 別

途整理し た上でお示し する予定である。 なお、 介護保険法施行規則（ 平成

11 年厚生省令第 36 号） 第 140 条の 62 の２ の４ において、 経営情報の報告

は、 毎会計年度終了後３ 月以内に行わなければなら ないと さ れていると こ

ろ 、 本受付停止と の関係で報告ができ なかっ た場合においてはこ の限り で

はないも のと する。  

   

３ ． 留意事項 

   令和７ 年３ 月以降に終了する 会計年度に係る経営情報の報告については、

報告受付を 自動的に停止でき る よ う 、 順次システム改修を 行う 予定である 。

なお、 システム改修前の報告受付停止期間中に、 事業者が令和７ 年３ 月以

降に終了する 会計年度に係る 経営情報の報告を 行っ た場合は、 報告受付が

再開さ れた後、 本システムの再届出機能より 修正を 行う こ と が可能である 。  


